
 

 

議案等(審議結果)一覧 
◎は全会一致で可決、○は賛成多数で可決 ×は否決 △は継続審査 

議案の番号 件 名 審議結果 

議案第55号 佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について ◎ 

議案第56号 佐渡市税条例の一部を改正する条例の制定について ◎ 

議案第57号 佐渡市健康保養センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について ○ 

議案第58号 佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例の制定について ◎ 

議案第59号 
佐渡市離島振興対策実施地域の企業支援に係る税制上の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
◎ 

議案第60号 佐渡市奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について ○ 

議案第61号 （仮称）相川認定子ども園建設（建築）工事請負契約の締結について ◎ 

議案第62号 佐渡クリーンセンター灰出設備等整備工事請負契約の締結について ○ 

議案第63号 井内住宅Ｄ棟建設（建築）工事請負契約の締結について ◎ 

議案第64号 消防ポンプ自動車購入契約の締結について ◎ 

議案第65号 小型動力ポンプ付軽積載車購入契約の締結について ◎ 

議案第66号 財産の無償貸付について（さわたコミュニティセンタービューさわた） ○ 

議案第67号 令和３年度佐渡市一般会計補正予算（第２号）について ◎ 

議案第68号 令和３年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第１号）について ◎ 

議案第69号 佐渡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ◎ 

議案第70号 令和３年度佐渡市一般会計補正予算（第３号）について ◎ 

議案第71号 令和３年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について ◎ 

議案第72号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎ 

議案第73号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎ 

議案第74号 人権擁護委員候補者の推薦について ◎ 

陳情第２号 
新型コロナ禍による米の需給悪化の改善と米価下落の歯止めをかけるとともに、農業者戸別所得補償制度の復活を

求める意見書の提出についての陳情 
× 

陳情第３号 東京電力の適格性について厳しい審査を求める意見書の提出についての陳情 ◎ 

発議案第６号 東京電力の適格性について厳しい審査を求める意見書の提出について ◎ 

発議案第７号 
コロナ禍による米価下落に歯止めをかけるとともに、持続可能な食料生産につながる農業者戸別所得補償制度の復

活を求める意見書の提出について 
× 

 

賛否等の内訳             上表の賛否の分かれた議案(網掛け)について、議員別に賛否等を公表します。 
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議案 57 可決 19 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

議案 60 可決 18 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● － 

議案 62 可決 18 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ － 

議案 66 可決 20 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 

陳情２ 

(趣旨採択) 
否決 3 17 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － 

陳情２ 否決 10 10 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● － 

発議７ 否決 9 11 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● － 

※ ○は賛成、●は反対、退は退席、欠は欠席。なお、議長は採決に加わらない。 

  陳情第２号は同数可否となったため、地方自治法第 116条の規定に基づき議長が否決と裁決した。 


